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不適合内容 
クローラキャリアに貼付けする完成機表示板において、型式打刻の打刻指示が不適切なため、「型

式」を打刻すべきところ、「カタログ呼称」を打刻して出荷したものがある。そのため、「特定特

殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」の特定特殊自動車の型式届出と異なる型式表示となる。 

改善内容 
全車両、正規の「型式」を打刻した完成機表示板に貼り換える。 

不適合発生箇所 

完成機表示板 

IC75L IC75LG 

改善前 改善後 

「カタログ呼称」を打刻 「型式」を打刻 

代表型式：IC75LG 


